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１【提出理由】

　当社は、2026年５月13日付の取締役会において、東京建物株式会社（以下「東京建物」といいます。）との間で、資

本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、当該契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいま

す。）の締結について決議しておりますが、本資本業務提携契約には、株主による当社の株式の譲渡その他の処分につ

いて当社の事前の承諾を要する旨の合意が含まれておりますので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の３の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該契約を締結した年月日

2026年５月13日

 

(2）当該契約の相手方の名称及び住所

名称 東京建物株式会社

所在地 東京都中央区八重洲一丁目４番16号

 

(3）当該合意の内容

当社は、東京建物との間で、東京建物は、本資本業務提携契約の有効期間中、当社の書面による事前の同意を得な

い限り、東京建物自ら又は東京建物グループを通じて、当社の発行済株式の取得又は売却その他の処分（譲渡、移

転、承継、担保提供を含むが、これらに限られない。）をしてはならない旨を合意しております。

 

(4）当該合意の目的

当社と東京建物は、両社が有する経営リソースを相互に活用し、以下の基本方針に基づき包括的な業務提携を推進

してまいります。当該合意はかかる業務提携の実行性を高めることを目的としております。

①　当社が取得する高価格帯の実需向け中古区分マンションや一棟リノベーション事業において、東京建物の

「Brillia」ブランドで培われた物件企画能力、環境配慮技術、並びにマンション管理等の知見を導入し、共同

投資の実施も含めた協業を検討することで、商品の高付加価値化及び収益性の向上を図ります。また、当社の保

有する4,000室を超える豊富な分譲マンションの区分所有資産及びこれに基づく事業基盤・知見を活用し、東京

建物が推進するマンション建替え・都市再開発事業における協業も検討いたします。

②　両社グループが有する顧客基盤及び情報ネットワークを相互に活用し、中古マンションの買取再販、リースバッ

ク、並びに売却時の媒介等における取引機会の最大化を図ってまいります。

③　両社間における人材交流や品質管理等の技術ノウハウの共有、住宅設備等の共同調達等を通じ、事業基盤の強化

及びコスト競争力の向上を目指します。

 

(5）取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程

当社グループは、「“作る”から“活かす”社会の実現へ」を企業理念に掲げ、現在、中期経営計画「Find the

Value 2026」の最終年度として、その総仕上げと次期成長フェーズに向けた経営基盤の強化に取り組んでおります。

このような状況の中、当社と東京建物との間では、数年にわたる継続的な対話を通じて、相互の経営理念及び事業

戦略に対する理解を深めてまいりました。特に、2026年３月以降は、具体的な協業スキーム及び資本面での連携につ

いて複数回にわたる協議・交渉を重ねる等、具体的な提携条件の検討を本格化させてまいりました。その過程におい

て、現中期経営計画の目標達成のみならず、次期以降の更なる飛躍に向け、当社の中長期的な企業価値の向上を強力

に支援するパートナーとなりうる東京建物との本資本業務提携について、当社にて慎重に検討を重ねた結果、本日付

の取締役会において本資本業務提携の実施を決議するに至りました。

当社としては、東京建物は、(ⅰ)「Brillia」ブランドに象徴される卓越した物件企画能力を有すること、(ⅱ)環

境配慮型住宅の開発又はDX活用において高度な知見を有すること、(ⅲ)物件取得から管理、リノベーション、仲介に

至る広範なバリューチェーンを網羅していることから、同社との提携は当社の中長期的な企業価値向上に大きく資す

るという結論に至りました。

東京建物を割当予定先とする第三者割当増資による当社普通株式の発行により、当社の発行済株式総数に対して

11.00％の希薄化が生じるものの、東京建物の経営リソースを当社事業に注入することは、単なる資金調達を超え

て、今後の成長戦略を加速させ、既存株主の皆様の利益向上に直結するものと考えております。

以上より、東京建物との利害を一致させ、中長期的な視点で企業価値向上を目指す本資本業務提携が、最適である

と判断し、東京建物との本資本業務提携を2026年５月13日付の取締役会において決議いたしました。

 

以　上
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